
◇　地域連携診療計画加算（Ｂ００９注16）

(１) あらかじめ疾患や患者の状態等に応じた地域連携診療計画を作成し、連携保険医療機関等と共有 ・地域連携診療計画書

している。 （ ）

(２) 連携保険医療機関等の職員と当該保険医療機関の職員が、地域連携診療計画に係る情報交換 ・連携している医療機関等の職員と面会し、情報の共有等を行ったことが確認できる書類

のために、年３回以上の頻度で面会し、情報の共有、地域連携診療計画の評価と見直しを適切に

行っている。 （ ）
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